高事第１０１２号
平成２４年４月４日
各有料老人ホーム施設長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課長
有料老人ホームにおける前払金保全措置の取扱いについて（通知）
　日ごろから大阪府の高齢者福祉行政推進にご協力いただきお礼申し上げます。

　標記については、平成２４年３月２３日付け高施第２４２５号で通知したところですが、同日付けで厚生労働省告示が出されました。
概要は下記のとおりですのでお知らせいたします。

記　

１　告示の概要

　　老人福祉法及び老人福祉法施行規則の改正により、適格格付機関による格付を付与された親会社との連帯保証契約による保全措置に関する規定が平成２４年３月３１日限りで失効すること等に伴い、４月１日以降の取扱いが整備されたもの。
２　取扱いの内容

　　下記の下線部について、平成２４年４月１日において現に受領されている前払金等については、適格格付機関による格付を付与された親会社との保証契約による保全措置が引き続き効力を有することとされています。
　　また、適格格付機関制度の創設前（平成２２年１２月３１日以前）に締結した親会社との連帯保証契約による保全措置についても、適格格付機関により一定の格付が付与されている場合には、同様の扱いとなります。
大阪府高齢介護室施設課　平成２４年３月２３日付け　高施第２４２５号通知抜粋


（３）届出事項の追加（規則第20条の5第1項第8の2号）

家賃等（入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わない。敷金は家賃の６月分相当額を超える場合は対象）の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合はこれまでも保全措置が必要でしたが、設置の届出を行う際に保全契約書※が必要になります。

※保全契約書：銀行、信託会社、保険会社、（社）全国有料老人ホーム協会のいずれかと交わした保全契約書。事業者の親会社による保全契約は対象外となりました。
経過措置：平成２４年４月１日以降に設置の届出を行うものから適用。
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